
 

御入学・御進級あらためましておめでとうございます。 
４月８日（水）に新学期が始まり、翌日の９日（木）には、新１年生 73 名を迎え、入学式が行

われました。今年の札内南小学校は、３月まで途別小学校に通学していた児童と転入児童を合わせ
て全校児童５３２名でのスタートです。 

始業式では、一つ学年が上がり、喜びにみちた２年生から６年生までの姿、入学式では、きらき
らとした瞳で元気いっぱいに入場する１年生の姿を見ることができ、大変嬉しく感じております。 

４月の登校日は、1６日間ありましたが、６年生が１年生の登校後のお手伝いなどをする姿や休み
時間にグラウンドで元気いっぱいに遊ぶ南小の児童の姿が今年もさっそく見られています。 

また、各学級では、学級役員も決定し、係活動なども始まりました。５月８日に行われる「１年
生を迎える会」の準備も着々と進められています。 

さて、新年度のはじまりに当たり、札内南小学校の教育内容について詳しくは、次のページに記
載しておりますが、概略をお知らせします。 

幕別町では、小中一貫教育を推進しており、本校は、札内中学校との二校で「さつない学園」と
して、教育活動を展開しております。 
 
 
 
 

今年度も「小中合同あいさつ運動」をはじめ、中学生との「歌声集会」や中学校の先生の「乗り
入れ授業」などを実施する予定です。 
 そして、本校としましては、次の教育目標の実現に向け、目指す学校像を『 子ども一人ひとりが
進んで学び、「楽しい！」を実感できる笑顔いっぱいの学校』として掲げ、今年度も様々な教育活動
に取り組みます。 
 
 
 
 

このために、全校児童には、昨年度と同様、次の３つのことお願いし、特に最高学年である６年
生には、下級生のお手本となってほしいということも伝えました。 

■あいさつと返事ができるようになること。 
■みんなで協力しながら学校生活を送ること。 
■人の嫌がること、いじわるをしないこと。 

今年度も子どもたちが伸び伸びと自分らしさを発揮しながら、かけがえのない一年間を過ごすこ
とができるよう、教職員一同、力を合わせて教育活動に取り組んでまいります。御家庭と学校、そ
して地域が協力しながら、子どもたちの成長を支えていくことができるよう努めますので、皆様方
には、御理解とお力添えをよろしくお願いいたします。 

終わりになりますが、今年度も本校の図書室の飾りつけや図書の整理などを行っていただいてい
る図書ボランティアの皆様の活動も始まっております。今は、子どもの日に向け、こいのぼりや兜
など、素敵な作品が掲示されております。今年度も本校の子どもたちの読書活動の推進のために御
協力よろしくお願いいたします。 
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学校だより 『かけはし』 について 
 学校と家庭、学校と地域の皆様を結ぶ『かけはし』となることを願い、今年度も学校だより「かけはし」を発行
させていただきます。学校の教育活動や子どもたちの様子をできる限りお伝えできるよう紙面構成や内容を工
夫してまいります。地域の皆様にもご覧頂けますよう、幕別町ホームページでも公開しております。よろしくお願
いいたします。 

札内南小学校いじめ防止基本方針を別紙で配布しております。ご覧ください。 



学ぶ意欲とわくわく感に満ち、夢や希望にあふれた学園・学校・学級づくり  
  指導力や使命感の向上と活力ある学校づくり    
  保護者、地域の信託に応える魅力ある学校づくり  

 

 

 

 

 

○ 子どもまん中に９年間を見通した責任ある実践ときめ細かな児童理解 
○ さつない学園の組織を活用した地域に開かれた教育活動 
○ 安全で安心な教育環境の中で、のびのびと健康でたくましい心と体を育成 
○ 子どもが期待感や意欲や成就感を感じるいじめのない毎日 

目指す学校像 

教 職 員 地 域 住 民 

全校児童５３２名 

★子どもたち一人一人が進んで学び、「楽しい！」を実感できる笑顔いっぱいの学校 

 

●創り出せる子 ●思いやりのある子 ●やりとげる子 ●たくましい子 
学校教育目標 

              

  ウェルビーイングの向上 

●子どもたち一人一人の可

能性を引き出す教育の推進 
●学びの機会を保障し質を

高める環境の確立 
●地域と歩む持続可能な教

育の実現 
●様々な変化への対応 

・新しい時代に必要となる資質・能力を

はぐくむ 

・社会にはばたく力を身に付けさせる 

・健康でたくましい体をつくる 

・豊かな人間性をはぐくむ 

課題解決のスローガン  

『ふるさとを愛し たくましさを身に付けた子ども』 

～３つの力を磨く義務教育９年間～ 

自ら表現していく力   自ら学ぼうとする力  他とかかわり合う力 

保 護 者 

さつない学園 めざす子どもの姿 

経営の重点 

経営の基本方針 

・安心して過ごせる居場所をつくる 

・子どもの学びをつなぐ 

・信頼される学校をつくる 

・家庭や地域と連携して子どもの学び

を支える 

・活力ある地域づくりを推進する 

・文化施設等を活用した学校教育、社会

教育を推進する 

・教育活動全般、児童の実態や社会情勢

等の変化に柔軟に対応する 

・根拠を持って指導や経営にあたる 

・「自分事」としてとらえる 



新転入教職員紹介  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教諭 土屋 幸恵 

この度、帯広市立啓北小学校から異動してまいりました。

１年２組を担任させていただきます。子どもたちの健やか

な成長につながるように、保護者・地域の皆様や職員と協

力して努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

教諭 松島 歩実 

この度、帯広市立開西小学校から異動してまいりました。

１年生のひまわり学級を担任させていただきます。子ども

たちの好きなことをたくさん増やし、安心して登校できる

ように精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

教諭 吉能 祐里  

帯広市立北栄小学校からまいりました。２年生ひまわり学

級を担任させていただきます。元気いっぱいの子どもたち

に寄り添いながら、毎日楽しく過ごしていきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

教諭 松村 克信 

札内南小学校の生活を楽しみに鈴蘭小学校から来ました。

また新たな出会いとして、2 年生ひまわり担任になりまし

たので、子どもたちのエネルギーに負けないように、心も

体も若い頃のイメージを保ちつつ頑張っていきたいと思

います。どうぞ、よろしくお願いします。 

教諭 斉藤 和沙 

芽室町立芽室小学校からまいりました。この度４年 2 組を

担任させていただきます。元気いっぱいで素直な札内南小

学校の子ども達に出会い、これからどんな楽しいことが待

っているのかワクワクしています。どうぞよろしくお願い

いたします。 

教諭 宮岡 莉沙 

帯広市立柏小学校から異動してまいりました。今年度 4 年

生のひまわり学級を担任させていただきます。南小の子ど

もたちが安心して楽しい学校生活を送れるように努めて

いきます。これからどうぞよろしくお願いします。 

教諭 齊藤 織斗 

この度、大樹町立大樹小学校から異動してまいりました。

今年度、５年２組を担任させていただきます。南小学校の

児童が安心して学校生活を送ることができるように、精一

杯サポートしていきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

教諭 菊池 春冶 

この度、釧路市立朝陽小学校よりまいりました。6 年生の

ひまわり学級の担任を務めさせていただきます。子どもた

ちが安心して楽しく過ごせるよう、精一杯努めてまいりま

す。「笑顔」と「元気」を大切に、日々子どもたちと向き合

っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

教諭 山田 有希子 

帯広市立川西小学校からまいりました。3～6 年生の音楽

を担当させていただきます。始業式では、校歌を歌う子ど

もたちの素敵な歌声に感激しました。1 日も早く子どもた

ちの顔と名前を覚えられるように頑張りたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

特別支援教育支援員 丹羽 恵 

幕別町立札内北小学校からまいりました。元気いっぱいの

南小の子ども達と一緒にたくさん遊び、たくさん学んで、

楽しく安全な学校生活を送れるようお手伝いをさせてい

ただきたいと思っています。どうぞよろしくお願い致しま

す。 

特別支援教育支援員 久保 ひとみ 

更別村立更別中央中学校からまいりました。緊張して迎え

た初日から南小の子ども達に温かく迎えられてうれしく

思いました。南小のみなさんのお手伝いを精一杯させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

特別支援教育支援員 山田 麻子 

幕別町立幕別小学校からまいりました。子ども達の応援団

として、いろんなことにチャレンジできるよう声かけをし

て見守っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

特別支援教育支援員 玉田 淑美 

幕別町立札内北小学校からまいりました。南小のみなさん

の明るい笑顔に毎日元気をもらっています。子ども達が安

心して楽しい学校生活が送れるようにお手伝いさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

スクールカウンセラー紹介 関根奈緒美さん 

本年度も月に数回学校に来ていただけます。詳しくは別紙

配布のお便りをご覧ください。 

 

児童登校時間 
午前 8 時 00 分～8 時 20 分 

（この時間内で着くように登校してください） 

欠席等の連絡はマチコミで当日 8 時まで 

 

電話応対時間／玄関インターホン受付時間（登校日） 

午前 7 時 45 分～午後 5 時 00 分 

札内南小学校電話番号 0155-56-2314 

札内南小学校教職員勤務時間 

午前 8 時 15 分～午後 4 時 45 分 

 
 
第 6２回全国学生書道展（3/15） 
創玄書道会奨励賞 ４年 有野 遥紀 
第 17 回中札内交流の杜杯春季全道小学生男子（男女混合）バ
レーボール交流大会（4/12） 
混合の部 優勝 札内南小バレーボール少年団 
第 36 回全日本 U-12 フットサル選手権大会（3/14） 
北海道代表決定戦道東ブロック大会 優勝 
Spo-RE 幕別札内 SC RED 
第 15 回道東フルコンタクトカラテ選手権大会（3/15） 
初心 準優勝 1 年 竹内 栄翔 
 
 

「南っ子の活躍」では、学校教育活動において各種コンクール・大会等
で入賞した子どもたちを紹介します。学校外で取り組んだコンクールや
少年団活動等での活躍は、学校に報告していただければ紹介します。 



  ※発行日現在の予定です。情勢の変化により変更の

可能性がありますことをご理解下さい。 

☆学校行事等、学校生活で撮影した写真について☆ 
 

本校の学校・学年・学級通信、または新聞・テレビ・広報などの各報道機関において、基本的には撮影した

まま掲載します。 

個人情報保護の観点等から、写真の掲載に「不都合がある」「差し控えたい」という場合は対応いたします

のでご連絡下さい。また、不明な点などがありましたら札内南小学校までご連絡をお願いします。 
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さつない学園 幕別町立札内南小学校 教職員 
♦校  長  棚橋  亨  ♦教  頭  市川 篤志  ♦主幹教諭  竹山 大輔 

♦１年担任  １組 小松 玲子   ２組 土屋 幸恵 

♦２年担任  １組 佐々木智穂   ２組 山田 亜矢 

♦３年担任  １組 塚本 潤子   ２組 丸矢 浩輝 

♦４年担任  １組 横田 裕史   ２組 斉藤 和沙    ３組 阿部 美幸 

♦５年担任  １組 金谷 智皓   ２組 齊藤 織斗    ３組 澤井 牧葉 

♦６年担任  １組 梅津 和行   ２組 仁井田美香    ３組 高田三十三 

♦特別支援担任    高橋 浩司   松島 歩実   橋本 隆史   松村 克信 

吉能 祐里   澁谷 淳一   越前 慎史   武田 晶子 

壁谷衣利子   宮岡 莉沙   山田 和彦   山本 美紀 

菊池 春冶   千葉 曜子   籾山 智美 

♦教科担任     榎波  孝   三上 雅代   髙畠智哉樹   山田有希子 

♦言語障害通級指導教室    大畑 幸恵   朝川 直美 

♦養護教諭  志田さつき 

♦事務職員  佐藤 弘一  村瀨 祐二  ♦事務補   沼袋 真悠 

♦特別支援教育支援員 

石田千恵子 久保ひとみ 米村小百合  後藤 静  藤井由紀子 丹羽 恵 

荒木 彰子 廻渕 真紀        青山 麻樹 玉田 淑美 所 亜希子 

杉山 聡子 馬渕 有希        安宅 翔子 山田 麻子 

♦スクールサポートスタッフ  山下 祐子 

♦公務補   渡邊 省三   島上 邦雄   小田智佐子   原口 弥生 

♦AET(英語指導助手) ナドー・ギオン 

日 曜日 予定 1 2 3 4 5 6 日 曜日 予定 1 2 3 4 5 6

１ 金 4 5 5 5 5 5 18 月 歯科検診６年 4 5 5 6 6 6

2 土 19 火 まくべつ教育の日/歯科検診５年/避難訓練 4 5 5 5 5 5

3 日 憲法記念日 20 水 歯科検診４年 5 5 6 6 6 6

4 月 みどりの日 21 木 クラブ/歯科検診３年/尿検査２次 4 4 5 6 6 6

5 火 こどもの日 22 金 遠足予備日 5 5 5 5 5 5

6 水 振替休業日 23 土

7 木 児童会/ PTA各委員会/PTA運営委員会 4 4 5 5 6 6 24 日

8 金 １年生を迎える会 4 5 6 6 6 6 25 月 運動会特別期間割始/歯科検診２年 4 5 5 6 6 6

9 土 26 火 歯科検診１年 5 5 5 5 5 5

10 日 27 水 4 5 6 6 6 6

11 月 図書貸出開始 4 5 5 5 5 5 28 木 スワディ号/スクールカウンセラー 4 5 6 6 6 6

12 火 4 5 5 5 5 5 29 金 5 5 6 6 6 6

13 水 5 5 6 6 6 6 30 土

14 木 任命式/尿検査/スワディ号/スクールカウンセラー 4 5 6 6 6 6 31 日

15 金 遠足 5 5 5 5 5 5

16 土 PTA環境整備作業

17 日 PTA環境整備作業予備日

日程表の右側は各学年の授業時間です。下校時刻の目安に

なります。なお、授業時間は変更になる場合がありますの
で、毎週出る時間割を必ずご確認ください。



札内南小学校いじめ防止基本方針（抜粋）（令和8年度）
「いじめ」の定義
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等

当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与え
る行為（インターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象となっ
た児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」とする。なお、起こった場所は学校の内外
を問わない。 （いじめ防止対策推進法より）

１ 基本理念
(1) いじめは、すべての児童に関係する問題である。いじめ防止の対策は、すべての児童が安心して

学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行

われなくなるようにすることを旨として行わなければならない。

(2) すべての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめ防止の

対策は、いじめがいじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについ

て、児童が十分に理解できるようにすることを旨として行わなければならない。

(3) いじめ防止の対策は、いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが特に重要であることを

認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者との連携のもと、いじめ問

題を克服することを目指して行わなければならない。

２ 基本認識
(1) いじめはどの学年にも、どの学級にも、どの児童にも起こりえるものである。

(2) いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。

(3) いじめは大人に気づきにくいところで発生することが多く、発見しにくい。

(4) いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。

(5) いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。

(6) いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取

り組むべき問題である。

３ 未然防止
いじめ防止のためには、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むことが最も重要である。好ま

しい人間関係を築き、豊かな心を育てるための年間を見通した予防的、開発的な取組を計画的に実施

する必要がある。

４ 早期発見
いじめは早期発見が早期の解決につながることを認識し、日ごろから教職員と児童や保護者との信

頼関係の構築に努めなければならない。また、児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さな

い認知能力を向上させることが求められる。

５ 早期対応
いじめを発見したときには、問題を軽視することなく、早期に対応しなければならない。いじめら

れている児童を守ることを最優先に迅速に対応する。解決に向けては、一人で抱え込まず対策チーム

をもって組織的に対応するとともに、再発防止のために継続的に見守っていく必要がある。

６ いじめ防止のための組織
(1) 名 称 札内南小学校いじめ問題対策委員会

(2) 構成員 校長､教頭､主幹教諭、生徒指導部(4名)､養護教諭､関係学年担任、ＰＴＡ三役

(3) 会 議 ４月（計画会議） 各学期末に必要に応じ開催(6・11月にアンケート実施と情報収集）

２月（年度反省）

ＰＴＡ三役については、必要に応じて出席を要請

(4) 役 割 基本方針に基づく取組の実施、年間計画の作成・実行・検証・修正

いじめの相談・通報の窓口としての役割

いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動にかかわる情報の収集

いじめは、いじめを受けた児童の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみなら

ず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあり、人として決して許されない行為である。

本校では、すべての児童がいじめを行わず、及び他の児童に対して行われるいじめを認識していなが

らこれを放置することがないよう、人権尊重の理念に基づき「いじめ防止基本方針」を策定する。




